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（１）早期評価計画の効果

裁判官らは，一般的に早期評価計画がより早期の和解を生じさせるという
（１）

目的を達成したと述べ，この点は，この言十画に関する年４回の報告書が提供
（２）

する統計により示されていると数名の裁半Ｉ官が指摘した。

より早期の和解に加え，その計画はその他のいくつかの利益を提供してい

る，とそれらの裁判官は述べた。それらのうちの一つの重要な利益とは，訴

訟当事者がその手続についてかなりの満足を表明したという点である。この

点は特に注目される，とある裁判官は述べた。なぜなら，当初は弁護士の側

にかなりの抵抗感があったからである。「彼らは，現在その手続に極めて好

意的である｣，とその裁判官は述べた。もう１人の裁判官は，「その計画は有
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益である。なぜなら，弁護士は，裁判所がその訴訟事件と当事者に関心を持

っていると考えるからである」と指摘した。ある裁判官は，「当事者の全員

がその計画は徒労であると考えかつそうであった事件」から，その計画につ

いて若干否定的な意見を聞いたと述べた。しかし，その裁判官は，それらの

事件と「徒労にはみえるが和解により終結した事件とを区別することは難し

い」と指摘した。

ほとんどすべての裁判官が，早期評価計画は彼らの業務量を軽減しその業

務時間を節約することにも有益であったと考えた。その他の２名の裁判官は，

この計画における早期の和解により，その訴訟事件がモーション（申立て）

手続あるいは広範囲なディスカヴァリに進行する必要がなくなり，したがっ

て裁判官の業務量が減少したと指摘した。ある裁判官は，「１週間に１度な

いし２度，Kent氏から訴訟事件が和解により終結したとの通知を受ける。

これらの事件は，私がスケデューリング命令を発令したり，ディスカヴァリ

上の紛争を処理しあるいはディスカヴァリ協議を開催する必要のない訴訟事

件である｣，と指摘した。数名の回答者は，その計画が和解協議のためにマ

ジストレイト裁判官に配点される訴訟事件の数を減少させるという結果をも

もたらしたと述べた。これらの裁判官は，ＥＡＰにより裁判所はより柔軟に

マジストレイト裁判官を利用することができるようになり，また特にマジス

トレイト裁判官を民事訴訟事件に関与させることにより，処理件数を増加さ
（３）

せることカゴできたと述べた。

ＥＡＰにより解決される訴訟事件がそれから利益を得ることは裁判官にと

り明らかである一方，それにより解決されない事件もまたその計画から利益

を得たかどうかは，彼らにとって明らかではなかった。ある裁判官は，

｢[ＥＡＰを経た］当事者は，少なくとも訴訟事件の範囲を限定し｣，また「事

件の末端ではなくその核心により一層」進行したことを認めたと指摘した。

しかし，一般的に－年内に訴訟事件を審理に付しているもう一人の裁判官は，

その計画はもし訴訟事件がそのセッションにおいてまたはそのセッションの

後すぐに和解するのでなければ，その訴訟事件を遅延させるであろうと述べ
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た。マジストレイト裁判官は，当事者がＥＡＰを経た時は，依頼人自身が再

度出廷しなければならない後続の和解協議の参加に一層消極的となる場合が

あると述べた。

総括すると，裁判官らはその計画に大変満足しているが，数名の裁判官は，

当初は何人かの裁判官の側に強い懐疑論があったことを指摘した。四年を越

えるこの計画の経験の後，裁判官らは，今曰この計画が裁判所および訴訟当
（４）

事者により有益なものとなっている点に疑いなく同意している。

（２）早期評価計画と審理前における裁判官の事件管理（手続）との調整

早期評価計画への参加は，訴訟事件が裁判所の通常の審理前手続における

手続（民事司法改革法が規定する事件管理原則を具体化した諮問グループの

報告書に記載されている手続）を経ることを免除するものではない。しかし，

裁判官らは，この点はなんらの問題を生じさせなかったことを指摘した。大

部分の裁判官がＥＡＰ事件と非ＥＡＰ事件とを区別しては扱わなかったと述

べ，また数名の裁判官は，しばしばある訴訟事件がＥＡＰ事件であることす

ら知らなかった点を指摘した。数名の裁判官は，もしその事件がＥＡＰ手続

において和解するように思われる場合は，ディスカヴァリを延期しあるいは

さもなければ事件管理手続を変更するであろうが，そのような状況は比較的

まれであると述べた。ある裁判官が述べたように，「調整について度重なる
（５）

あるいは重大な問題は生じなかつプヒ」のである。

（３）ＥＡＰ計画における重要な特徴

裁判官らは，この計画の成功にとり重要な特徴として二つの点を指摘した。

第１の特徴は，その計画が当事者をその訴訟事件の早期の段階で中立人とと

もに集合させ，かれらにその事件の本案について率直に評価させるという点

である。「重要な点は，表題にあるように早期の評価である。多くの当事者

は，彼らが何を得るかについて見当を付ける前に訴えを提起するのである｣，

とある裁判官は述べた。この計画が推進する情報の早期の交換は，当事者を

｢現実的にさせる」ことに役立つともう１人の裁判官は述べた。

この計画に関する第２の重要な特徴とは，現在職務を行っている計画管理



180

宮にあることを，すべての裁判官が確認した。裁判官に対してなされたコメ

ント及び弁護士に送付された調査書から，裁判官らは，計画管理官の調停技

術及び事件処理が弁護士により非常に尊敬されていることを知った。彼は非

常に効果的に職務を行っており，この計画の成功の大部分は彼に負っている，
（６）

と裁半Ｉ官らは述べた。

（４）調停サーヴィス提供のための裁判所内職員の利用の有用性

裁判所の選任する職員は非常に効果的であることが明らかとなった一方で，

裁判所の計画について生じるより一般的な疑問とは，調停という援助を提供

するために，民間の調停人またはマジストレイト裁判官ではなく職員として

の中立人を利用することについて特別なメリットが存在するかどうかである。

職員の地位と民間の調停人の利用とを比較した場合，裁判官らは，裁判所

内の職員を利用することから生じるいくつかの利点を確認した。第１に，調

停を実施する者の資質と名声とが弁護士の信頼を得るために非常に重要であ

り，適任者の名簿を作成し彼らの技量について訴訟当事者に確信させること

は難しいであろう，と数名の裁判官は考えた。ある裁判官は，「このような

計画の有効性は，弁護士の認識に依存している。彼らは，この計画をもう一

つの障害と認識するか。そうであるとすれば，その計画は失敗に終わるであ

ろう。そうではなく，彼らはそれを本当に有益であると認識するか。この点

が重要であるが，もし裁判所がプロ・ポノの中立人名簿を利用するとすれば，

そのような認識は存在するであろうか。裁判所は，適任者の名簿を作成し，

その資質について弁護士を確信させるために必要とされる業務を行うことが

できるであろうか｣，と指摘した。

第２に，数名の裁判官は，裁判所は大きなグループを構成する調停人を厳

格に監視することができないので，裁判官も当事者も計画管理官に対するの

と同様な信頼を与えないであろう，と指摘した。ある裁判官は，「我々は，

どの程度彼らが適切な者であるかが分からないであろう｣，と述べた。

裁判官らはまた，裁判所内の職員を利用することにより訴訟当事者に対し

て生じる費用の節約が，彼らをより一層調停手続に対する合意に向かわせる
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であろう，と述べた。ある裁判官は，費用の節約と現在職務を行っている計

画管理官の名声の双方に言及して，「その計画を一層利用しやすいものとす

ればするほど，またそれについての疑念を払拭すればするほど，その計画は

一層利用されるであろう｣，と述べた。

数名の裁判官はまた，ＡＤＲは計画管理官の常勤の職務なので，彼は卓越

した技量を有するだけではなく，ＡＤＲ上の業務と弁護士自身の業務量との

バランスを取ろうとする際に弁護士が遭遇するようなスケデュール上の問題

をほとんど有していないことを指摘した。

これらの長所に加え，ある裁判官は，特に小規模な事件における多くの当

事者が「裁判官の助言を聴く」ことを望み，計画管理官を裁判官とほとんど

同じ影響力を持つものと考えるであろう一方，民間の弁護士はそれほどの影

響力を持たないであろうと指摘した。もう１人の裁判官は，計画管理官は裁

判官との定期的なコンタクトを通して「裁判所に関する最新の情報に通じ

て」おり，裁判官が当事者に対してその訴訟事件についてどのような反応を

示すかについてより適切な意見を述べることができるでろう，と指摘した。

ＡＤＲ上の業務を実行するために，マジストレイト裁判官ではなく，常勤

の裁判所内職員を利用する点について，大部分の裁判官は，マジストレイト

裁判官は民事事件及び刑事上の審理前手続に関する事項に深く関与している

ため，彼らは，近時早期評価計画に振り分けられた一連の訴訟事件において

早期評価会合を開催する時間を有しないであろうと指摘した。２名の裁判官

は，ＡＤＲの処理に専念する独立した職員を維持するのではなく，マジスト

レイト裁判官の配置を強化することは一層の費用の負担を伴うであろう，と

述べた。また，マジストレイト裁判官は調停について異なった水準の技量を

有しており，したがって，すべての者がこの業務に適しているわけではない，

とあるマジストレイト裁判官が指摘した。

一般的に，裁判官は，調停業務を提供するために裁判所内の職員を利用す

ることがこの計画における重要な特色であり，適切な財源が与えられるなら
（７）

Iゴこの実務を継続するであろうという点に同意した。
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（５）計画の拡大

大部分の調停を計画管理官に依存することについて－つの欠点があるとす

れば，それは，彼が処理することのできる訴訟事件の数には限界があり，そ

れはまもなく到来するであろうという点である。この計画は効を奏したこと

が明らかとなり，また裁判所がこの計画の継続を希望しているので，裁判官

はこの計画をどのようにしてすべての民事事件に拡大するのかという問題に

直面している（ただし，在監者訴訟や社会保障事件を除く）。１人の管理官

だけでは，この計画に振分けられるすべての事件を処理することはできない

ことは明らかである。

裁判官は，裁判所がより多くの事件に対して調停業務を提供することがで

きるであろういくつかの方法を指摘した。その一つは，当初のＥＡＰ計画を

変更し，計画管理官がより多くの事件をその他の方式のＡＤＲに振り分ける

ようにする，というものである。計画のこのような面は決して十分には実施

されなかったため，裁判所は，中立人となることに署名したが他の方式の

ADRを十分には担当しなかった弁護士を失望させたという点を，数名の裁

判官が表明した。と同時に，裁判官はこのような結果をもたらした次のよう

な二つの説得力ある理由を認めた。まず第１に，計画管理官による調停の援

助にはなんらの費用もかからない一方，当事者は，その他の方式のＡＤＲで

は弁護士中立人に費用を支払わなければならないのであり，第２に，計画管

理官は卓越した名声を有しているという点である。ある裁判官が述べたよう

に，当事者が管理官による調停を選択するのは，「彼には費用がかからず，

また彼は優れているから」である。

第２の提案は，現在の計画管理官を援助するため，裁判所が「副計画管理

官」を雇用するというものであった。このような解決方法の難点は予算に関

連したものであり，適任の職員を雇用するための十分な財源を得ることが困

難であることを裁判官は認めた。この業務を拡大するもうひとつの方法は，

ある一定のＥＡＰ上の業務の遂行をマジストレイト裁判官または破産裁判官

に委ねるものとすることである，と数名の裁判官は述べた。しかし，これら
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の裁判官の多くがすでにかなりの業務量を負担しているため，またある裁判

官が述べたように，「当事者を集合させるには多くの時間を要する」ため，

これも十分な解決方法ではない，と彼らは指摘した。

当面の解決方法として（かつその他の解決の可能性がなければ長期的に)，

計画管理官は，多くの訴訟当事者の事件について調停を実施するため，彼ら
（８）

に裁判所の名簿上の弁護士をﾎﾟﾘ用するよう説得を続けるのである。

（６）計画に対する懸念

裁判官は，あえてこの計画の不都合な点について考えることを強いられた。

次のようないくつかの点が，１人または２人の裁判官により指摘された。す

なわち，①依頼人は，常にＥＡＰに参加させられることを好むわけではない，

②この計画は人件費及び施設費を伴う，③もしある事件がこの計画に振り分

けられたが解決しないときは審理期曰が遅延し，費用が増加すること，及び

④この計画の存在は，裁判所が「ただ事件を解決しようとだけしている」と

いう印象を与えるのである。しかし，これらの懸念はそれほど強くは表明さ

れなかったのであり，ある裁判官の次のような意見が大部分の裁判官の意見

を捉えているように思われた。すなわち，唯一の短所があるとすれば，それ

はこの計画が「すべての事件には適用されない」という点である，と彼は述
（９）

べた。

（７）他の裁判所に対する推薦

この計画が非常によく機能しているという裁判官の意見は，他の裁判所に

対するこの計画の熱心な推薦の中に現れている。もちろん，この点はある裁

判官が述べたように，例えば，その裁判所における弁護士が代替的紛争解決

に関心を有しているかといった，その裁判所における特定の状況に依存して

いる。また，他の裁判官は，この計画を十分に実施するためには，かなりの

期間に渡る裁判官の支持とその計画への熱心な取組みが必要である，と述べ

た。ＡＤＲを設計する際には弁護士を関与させることもまた重要である，と

数名の裁判官が述べた。

最も重要な点として，裁判官らは，この計画には弁護士の信頼を得ること
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のできる有能な計画管理官が必要であることを強調した。ある裁判官は，

｢この計画を実行する者の人格が重要である」と述べた。他の裁判官は，管

理官には威信がありかつ裁判所の支持があることが重要であることを強調し

た。

裁判所は計画管理官（職員としての調停人）に対してどのような資質を求

めるかとの質問に対して，裁判官らは，一致してかなりの訴訟実務経験を有

する者を選抜することが重要であることを強調した。ある裁判官は「学問的

資質はあるが実務経験のない者を雇用しないように」と述べ，またある裁判

官は「安い費用でこの計画を実行することはできない。経験が必要とされ

る｣，と述べた。この計画がまさに立ち上げられた時点では，かなりの訴訟

実務経験を有することが特に重要である，とある裁判官は指摘した。裁判所

の計画管理官はかなりの実務経験を有していたので，彼は弁護士の尊敬を得

ることができたし，また彼は「どのようにかつどの時点で，当事者に圧力を

かけるか」を知っている，とある裁判官は述べた。裁判官が指摘したその他

の重要な資質とは，信頼性，忍耐力，円熟性，価値観，熱心さ，及び「幅広

い経験を有する」者であった。

しかしながら，ある裁判官は，最後にＥＡＰのような計画は「万能薬では

ない」ことを裁判所は｜悟るべきであると述べた。裁判所は，「地方規則を無

視してすぐに成功がもたらされるものと期待することはできない。それは多
（１０）

<の業務と献身的努力を伴う｣，とその裁判官は述べﾌﾟこ゜

２計画の有効性についての弁護士の評価

以下の数節では，早期評価計画が個々の事件において望ましい効果を有し

たかどうかが考察されるが，それに先だって，この計画がそれに服する弁護
（11）

士の視点からみて適切に機能しているかどうかｶｺﾞ検討される。この調査結果

は，ＥＡＰ事務所がＥＡＰセッションに参加した各弁護士に送付した質問書

に基づくものである。この調査結果を検討する際に指摘しておかなければな

らないのは，弁護士が質問書を裁判所以外の団体ではなく裁判所に返送した
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ことで，その回答がどの程度影響を受けたかを判断することができないこと

である。すべての回答者について匿名が前提とされているが，他の状況の下

で実施されるならば，その回答はより積極的なものであるかもしれない。ま

た，この調査結果は，この計画が報告されたような効果を確定的に有するか

どうかを示すものではなく，弁護士の経験によればそのように述べることが

できるというにとどまるものである点に注意しなければならない。

表７は，いくつかの特徴のそれぞれ（それらのいくつかは，以下の項目に

おいて論じられる）について，ＥＡＰセッションに参加した大多数の弁護士
（12）

ｶﾇ，ＥＡＰ手続は適切に機能していると報告したことを示している。

（１）ＥＡＰセッションのタイミング

特に興味深い点は，セッションのタイミングについての弁護士の回答であ

る。一般的には，ある一定のディスカヴァリが実施されるまでは，有意義な

和解協議を行うことはできないものと考えられている。しかし，この裁判所

ではＡＤＲ手続がきわめて早期に実施されるにもかかわらず，わずかに１１％

の弁護士のみがこの手続の開始は彼らの訴訟事件では早すぎた，と報告した。

セッションのタイミングに関する弁護士の評価と，なんらかのディスカヴァ

リがその訴訟事件において実施されたかどうかを示す指標との間にはなんら

の関係も存在しなかったが，数名の弁護士は，もしより多くのディスカヴァ

リが実施されていたとしたら，そのセッションは一層生産的なものとなった

であろうと考えたことが，記述式の回答から示されている。この問題に触れ

た十数名の弁護士のうち，次のような弁護士の回答が彼らの意見を明らかに

している。すなわち，「最初の会合は，あまりに早く開きすぎる。最初の会

合の前に，一定のディスカヴァリ（質問害，文書，及び当事者の証言録取

書）が実施されたことを確認することが必要である。このような基本的なデ

ィスカヴァリがなされていなければ，その事件を現実的に評価することは困

難であろう｣，と。

他方において，数名の弁護士は，ＥＡＰセッションの間はディスカヴァリ

は停止されるべきであると提案した。なぜなら，当事者がＥＡＰに参加して
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いる間に，裁判官のスケデューリング命令の要求に従わなければならないと

すれば，余計な費用がかかるからであると指摘した。「誠意のある当事者は，

表７早期評価計画がどの様に適切に機能したかに関する弁護士の評価(13）

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRT
ADMINIsTRATIoNANDCAsEMANAGEＭＥＮＴ，ＡＳＴｕＤＹｏＦＴＨＥＦＩｖＥＤＥＭｏＮｓＴＲＡＴＩｏＮＰＲoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,252（1997)．

計画の機能
各回答を選んだ弁護士のパーセント

賛成反対どちらとも言えない

早期評価計画の開始は早すぎた（人数＝

1301)。

管理官は，効果的に当事者に有意義な協議を

行わせた（人数＝1305)。

管理官は，十分な準備をして当事者との協議
に臨んだ（人数＝1301)。

管理官は，全関係当事者を平等に扱った（人

数＝1304)。

管理官は当事者らに解決のためプレッシャー
をかけすぎた。

相手方当事者の弁護士は，ＥＡＰセッション

のための十分な準備をしていなかった（人数

＝1303)。

何人かの当事者は，誠実にＥＡＰセッション

に参加しなかった（人数＝1301)。

相手方当事者は，セッションにおいて和解の

権限を有する者により代理されていた（人数

＝1304)。

ＥＡＰセッションは 裁判官が実施したとす

れば一層効果的であったであろう（人数＝

1299)。

ＥＡＰセッションは， 訴訟物につき専門的知
識を有する者が実施したとすれば一層効果的
であったであろう（人数＝1298)。

管理官は，代替的紛争解決手続を適切に説明

した（人数＝1300)。

ＥＡＰは， 当事者が通常の訴訟以外の方法で

事件を解決することができるかどうか判断す
るのに役立った（人数＝1301)。

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

６
１
４
４
６
５
９
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６
６
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１
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０
０
０
０
０
０
０

●
●

●
●

●
●

●
●

Ｄ
Ｃ

●
●

３
８
４
４
６
９
３
７
４
１
４
０

６
６
５
６
１
６
６
１

０
０
０
０
０
０
０
０
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０
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●

⑪
●
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●

●
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●
●

①
Ｂ
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１
２
２
９
６
８
７
９
４
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２

１
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８
９
１
１
７
１
８
７
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もし真剣な協議が進行中であるとすれば費用のかかるディスカヴァリを行う

必要はないので，おそらくスケデュールに遅れるであろうという危倶から，

裁判所のスケデュールを充たすためにディスカヴァリを行うことを動機付け

られるのである…。早期評価計画に振り分けられる訴訟事件は，ディスカヴ

ァリの自動的停止を受けるべきである｣，と。もっぱら少数の弁護士のみが

この問題を指摘したが，この点は，この計画が設計された時点で数名の裁判

官が有した，訴訟事件が双方のトラックに関与することは負担となるであろ

うという懸念と一致している。

ＥＡＰ手続が受任事件においてあまりに早期に開始されたと報告したこれ

らの弁護士のうち，「B-EAP」事件よりも「Ａ」事件（すなわち，訴訟の

早期の段階でＥＡＰセッションへの参加を要求される事件）の方が，より大
（14）

きな害l合でこの点が問題であると考えた。双方とも少数の弁護士がＥＡＰセ

ッションはあまりに早く開催されると述べたが，「Ａ」事件では14％がこの
（15）

結果を報告したのに対して，「B-EAP」事件ではその害11合は７％であった。

後述するように，ＥＡＰセッションは，一般的に「B-EAP」事件の方が

｢Ａ」事件よりも遅れて開催されている。この調査結果は，いくつかの訴訟

事件がＥＡＰセッション前における一層の事件の進展（maturation）により

利益を受けていることを示唆している。

しかしながら，全体としては，少数の弁護士のみがＥＡＰ手続のタイミン
（16）

グは彼らの受任しﾌﾟと事件にとって早すぎると考えた。

（２）計画管理官の行為

表７によれば，ＥＡＰセッションに参加した大部分の弁護士が，計画管理

官は有用であると考えた。大多数の弁護士が，計画管理官は十分な準備をし

ており，すべての当事者に対して公平であり，また当事者を効果的に有意義

な協議に従事させると考えた。弁護士の記述式の回答はその多くが計画管理

官に集中しており，表88に示されている評価の背後にあるいくつかの理由を

明らかにしている。すなわち，

「KentSnapp氏は，大きな助けになる。彼は公平であり，感‘盾的な面で
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中庸であり，またまさに提出された争点に集中する。彼の関与がなければ，

この事件を解決することができたかどうかは疑問である｣，

「この計画は，KentSnapp氏の担当により十分な成果をもたらした。彼

は，適切な機転や認識および圧力をこの会合や参加者に与えるのである｣，

「この裁判所の管理官が，おそらくこの計画に成功をもたらす鍵となるで

あろう。なぜなら，彼は，幅広い経験を有する老練な法律家であり，訴訟上

の問題を熟知しているからである｣。

と同時に，１０％の回答者が，管理官は彼らに和解のための圧力をかけすぎ

ると述べた。また，記述式の回答のいくつかは，管理官が依頼人の面前で弁

護士を威圧しまたは困惑させたといった管理官に対する不満を述べた。しか

し，管理官に対する意見の圧倒的多数は肯定的なものであり，大抵の意見は
（17）

彼の技量と態度を賞賛している。

（３）弁護士及び当事者の行為

弁護士の評価により確認された問題点に限っていえば，その問題点は弁護

士と当事者に原因があるように思われる。表７によれば，１８％の当事者が何

人かの当事者は誠実に参加しなかったと述べ，１６％が相手方当事者は十分な

準備をしていなかったと述べ，また17％が相手方当事者は十分な和解権限を

有する者により代理されていなかったと述べたことが示されている。したが

って，この計画の有効性について問題があるとすれば，それらの大部分は当

事者及びその弁護士に原因があるように思われる。

多くの意見が，当事者は和解の意思をもって参加せず，かつ（または）一

方の側が和解権限を有していなかった点に言及した。和解権限を有していな

かった点については大きな失望が示されており，これらの意見の多くが政府

に集中していた。いくつかの意見は，以下の例に示されるように，管理官に

は，制裁を課する権限を含めて適切な行為を強制するためのより一層大きな

権限が与えられるべきであると提案した。すなわち，

「[政府機関の］代理人は和解権限を有しておらず，その結果すべての者の

時間が浪費された｣，
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「管理官には，誠意をもって参加しない当事者（政府機関に対してさえも）

に制裁を課す権限が必要である｣，

「被告側弁護士が早期に事件を解決しようという意思を有していなかった

ことは明らかであった。依頼人の代理人が適切な和解権限を有していないこ

ともまた明らかであった。早期評価管理官には，この計画上の規定を強制す

るための何らかの手段が与えられるべきである｣，と。

弁護士及び当事者についての回答は，ＥＡＰ手続のタイミングの場合と同

様，その訴訟事件が振り分けられたグループにより異なった。早期の参加を

要求された弁護士（すなわち，「Ａ」事件の弁護士）の方が，自発的に参加

した弁護士と比べ，誠実さの欠如，準備不足，及び和解権限の欠如を報告す

る割合が高かった。「B-EAP」事件では，上述のようにセッションは若干

遅れて開催されており，おそらくこの点が「Ａ」事件では生じえないある程
（18）

度の事件の進展を可#Eとするのであろう。

（４）訴訟物に関する専門的知識の利用

表７によれば，この計画自体が当事者のニーズを満たすことのできないま

さに一つの領域を確認することができる。１４％の弁護士が，訴訟物について

専門的知識を有する中立人がいれば有益だったであろうという点に同意した。

記述式の回答は，専門家の方が有益であったと思われる特定の訴訟事件を示

唆しなかった一方，数名の弁護士が，ある弁護士の述べた「この手続は，す

べての商取引上の紛争について強制的なものとすべきである」という意見と

同じ意見を述べた。さらに分析すると，訴訟物に関する専門家は必要ではな

い（すなわち，この計画が有益であった）ことに同意した弁護士は，契約事

件（及び不法行為事件）を代理している可能性が一層高かった。訴訟物につ

いての専門家を望んだ弁護士では，市民的権利に関する事件及び労働事件を

担当した者が，このような見解を述べる可能性が一層高かった。

しかしながら，表７において報告されている評価は，全体としてこの計画

が適切に機能していることを示唆している。この計画の運営は，大部分の訴

訟事件において，諮問グループ及び裁判所が立てた目標の達成になんらの不



190

都合も生じさせていない。以下のいくつかの節では，実際にこの早期評価計

画が，この計画に参加した訴訟事件において目標とされた効果を生じさせた
（19）

どうカユを調査することにする。

３訴訟処理期間及び処理類型に及ぼす計画の効果

諮問グループがデモンストレーション計画を設計した際，裁判所が迅速に

訴訟を解決するという点はなんら問題となっていなかったと考えたのである

が，裁判に要する費用を減少させるためには，一層早期の訴訟事件の解決が

望ましいと結論付けた。この節では，早期評価計画が，実際により早期の訴

訟事件の終結をもたらしたかどうかを考察する。この分析は，Ａ，Ｂ，及び

Ｃグループ内でのＥＡＰに関するアンケートと終結期間の調査に基づいてい
(20）

る。

（１）終結期間についての弁護士の評価

ＥＡＰセッションに参加した弁護士のうち極めて高い割合の者が，この手

続は彼らの訴訟事件を解決に導くのに役だったと報告した。表８が示すよう

に，５９％の弁護士がこの計画はそのような目的との関係で非常に有益であっ

たと述べ，さらに25％の弁護士がこの計画はいくらか有益であったと述べた。
（21）

わずｶﾕに３％の弁護士が，この手続は有害な結果を生じさせたと報告した。

表８受任事件の解決促進についての早期評価計画の有用性に関する弁護士の評価

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRT
ADMINIsTRATIoNANDCAsEMANAGEＭＥＮＴ,ＡＳＴｕＤＹｏＦＴＨＥＦＩｖＥＤＥＭｏＮｓＴＲＡＴＩｏＮＰＲoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,241（1997)．

事件の解決促進に関する早期評価計画の有用性
各回答を選んだ弁護士のパーセント

(人数＝1304）

非常に役立った

多少役立った

影響なし

多少有害だった

非常に有害だった

０
０
０
０
０

●
●
●
●
●

９
５
３
２
１

５
２
１
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早期評価計画が訴訟事件を解決に導くのに有益であったかどうかについて

の弁護士の意見は，当事者がいずれの側かにより異ならなかった。被告側及

び原告側弁護士双方とも，等しく彼らはそれが有益であると考え，また若干

の者がそれは有害であったと述べる傾向があった。訴訟処理期間に関する

ＥＡＰの効果についての弁護士の評価と，その事件における全裁判費用額と

の間にもなんら関係がなかった。裁判費用の各水準（5,000ドル未満から

50,000ドルを超える額までの間）において，類似した割合の弁護士が，

ＥＡＰは訴訟の進行について有益であるかまたは有害であったと述べた。

予想されたように，計画運営上の特色（表７に記載）についてこの計画に

否定的な評価をした弁護士の方が，この計画は訴訟の進行に有害な効果をも

たらしたと述べる可能性もまた一層高かった。例えば，当事者が適切な和解

権限を有せずに参加したと報告した弁護士の方が，そうではないと答えた弁

護士よりも，この計画は有害な効果を有するかまたはなんらの効果も有しな

いと述べる可能性が一層高かった。しかし，いずれの場合も，この計画がそ

のような有害な結果を生じさせたと報告した者の数は，非常にわずかであっ

た。

一層興味深いのは，市民的権利に関する事件を担当した弁護士が，早期評

価計画は彼らの事件を進行させたと報告する可能性が特に高かったことであ
(22）

ろ。このグノレープにおける少なからぬ数の弁護士が，訴訟物に関する専門家

がいれば有益であった点に同意したが，このような希望は，訴訟処理期間に

ついてなんら否定的な結果をもたらさなかった。

最後に，ＥＡＰ手続に自発的に参加した弁護士の方が，参加を要求された

弁護士と比較して，この計画は「非常に有益である」と報告する傾向が一層

大きかった一方，参加を要求された弁護士の方が，この計画はなんらの効果
（23）

も生じさせなかったと述べる傾向力x少なくなかった。これらの相違は，自発

的に参加した弁護士の方が一層適切な事件を選択し，または彼らがＥＡＰ手

続から利益を見出しやすいことを示唆しているが，次にみるように，彼らの

訴訟事件の処理に要する実際の期間は，参加を要求される訴訟事件に要した
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（24）

処理期間ほど短くはない。

（２）グループごとの訴訟処理期間

弁護士の評価が，訴訟処理期間に及ぼすＥＡＰ計画の効果についての重要

な｣情報（そして多くの場合，利用することのできる唯一の情報）を提供する

一方，ミズーリ州西部地区では，それ以外にデモンストレーション計画が訴

訟処理期間に及ぼす効果を判断するための基礎資料が存在している。この計

画を実験的なものとして確立することを通して，裁判所は，比較のための３

種のグループを用意した。すなわち，ＥＡＰ計画への参加を要求されるもの

(Ａ事件)，計画を利用することができないもの（Ｃ事件)，及び計画への自

発的参加を許されるもの（Ｂ事件）である。図１は，３種のグループについ
（25）

て期間ごとの事件処理を示している。

図ｌの連続線は，0カ月（提訴曰）から36カ月までの各月に終結した訴訟

事件の割合を示している。終結した割合は，左の垂直軸により示される。す

でに明らかなように，「Ａ」グループにおける訴訟事件の方が，「Ｂ」及び

｢Ｃ」グループの終結事件よりも２カ月から８カ月の間において（すなわち，

２カ月から８カ月の期間までに）一層多く終結した。同様に，累積的な終結

事件の割合は，破線で示されるとともに右の垂直線で示されており，各期間

において「Ａ」事件の方が「Ｂ」及び「Ｃ」事件よりも一層大きい。

表９は，図１において示されたものと同一の分析に基づいて，訴訟事件の

終結期間についてのさらに二つの基準を示している。図１における各線によ

表９Ａ，Ｂ及びｃグループ事件の終結期間（月数）の中央値と平均値

早期評価計画

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部
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図１Ａ，Ｂ，及びＣグループにおける各期間までの終結事件

ミズーリ州西部地区（カンザスシティ部）
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図２Ｂグループにおける各期間までの終結事件

ミズーリ州西部地区（カンザスシティ部）
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り示唆されるように，「Ａ」事件の終結期間の中央値は「Ｂ」及び「Ｃ」事

件よりも短く，ＥＡＰに強制的に付託される事件である「Ａ」事件とＥＡＰ

への参加を許されない「C」事件とを比較すると，2.7カ月短い。終結期間

の中央値も同様に短い。これらの調査結果は，早期評価計画がこの手続への

参加を要求された訴訟事件について，訴訟処理期間を短縮したことを示して
（26）

いる。

この計画はまた，これに参加することを許容される訴訟事件のグループ

(｢Ｂ」事件）についても，その訴訟処理期間を短縮させた。もっとも，この

短縮は，「Ａ」グループと比較した場合，「Ｂ」グループの方が全体として若

干小さい。この点は予想外のことではない。なぜなら，「Ｂ」事件のすべて

がＥＡＰ手続に参加するわけではないからである。しかし，図２は，「Ｂ」

グループにおける訴訟事件の動きが，実際上予想外のものであることを示し

ている。再び左の垂直軸から各月に終結した事件の割合を読み取ると，終結

した「Ｂ－非EAP」事件（ＥＡＰに自発的に参加しなかった事件）は２カ月

から５カ月の間に頂点に達する一方，「B-EAP」事件（ＥＡＰへの参加を選

択した事件）は４カ月から９カ月の間に頂点に達しており，ＥＡＰに参加し

なかった事件と比較すると，ＥＡＰに自発的に参加した事件の方が終結期間

が長くなっていることが示され，予想と反対の結果になっていることが分か

る。表10によれば，その期間は，ＥＡＰに自発的に参加しない訴訟事件の場

表１０Ｂグループ事件（早期評価計画参加事件，早期評価計画不参加事件）の終結期間

（月数）の中央値と平均値

早期評価計画

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

冬結期間中央値終結期間の､'均値
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合の8.3カ月と比較すると9.2カ月であり，「Ｃ」事件の9.7カ月に接近してい

る。

この明らかな矛盾を説明するものは何か。なぜ，ＥＡＰ手続に自発的に参

加した訴訟事件がこの手続の利用を許されない事件とほぼ同じ長さの終結期

間を要し，かつ強制的にその手続に付される事件よりも一層長い期間を要す

るのであろうか。「B-EAP」事件についてより長い終結期間を要するのは，

主としてこれらの事件についてなされるＥＡＰ上の事項のスケデュールに起

因している。裁判所の実務によれば，「Ｂ」事件ではそれらについてＥＡＰ

の準備が整った時点で，それらの事件に参加勧誘書（invitations）が送付

される一方，「Ａ」事件では，準備が整ったときはセッション期曰通知書

(noticeofsessiondate）が送付されるのである。ある「Ａ」事件について

セッションの準備が整ったとＥＡＰオフィスが判断してから一月内の短期間

内に，そのセッションが開かれる。しかし，「Ｂ」事件では，事務所はその

参加勧誘書についての応答を待ち，無回答者に対する追跡調査を行い，それ

からセッション期曰を計画しなければならない。「Ｂ」事件についての曰程

調査によれば，参加勧誘書とＥＡＰセッションとの間の時間差がかなりあり，

しばしば２カ月から３カ月もあることが示されている。

しかし，ひとたび「B-EAP」事件について計画が立てられると，ＥＡＰ

はその処理を迅速化させる効果を有すると思われる。図２によれば，図ｌで

示されている「Ａ」事件の終結の頂点から２カ月後の７カ月目に，「B-

EAP」事件の終結が顕著に増加していることが示されている。この時点に

おいて，「B-EAP」事件の累積的な終結数もまた「Ｂ－非ＥＡＰ」事件の累

積的な終結数に追いつきかつこれを超過している。しかし，「B-EAP」事

件におけるスケデューリングの遅延による全体的な効果は，ＥＡＰ手続への

参加を許されない事件ほど長引かないにしても，「Ａ」事件の終結期間を２

カ月も超えてその終結期間を長引かせるのである。他方において，スケデュ

ーリングが迅速に行われ，かつＥＡＰセッションが早期に開催される「Ａ」

事件においては，ＥＡＰ手続は訴訟処理期間を短縮させるという明確な効果
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（27）

を生じさせる。

（３）グループによる終結の類型

早期評価計画は，より迅速な終結を生じさせるだけではなく，若干多くの

和解による終結をももたらしている。しかし，終結に関する資料のコード化

が若干不明確であるため，終結類型に関する結論については注意が必要であ

る。利用の可能な資料を用いて「Ａ」及び「Ｂ」事件とを比較すると，「Ａ」

事件（ＥＡＰに服する事件）は，「Ｃ」事件よりも和解で終結する可能性が一

層強かった一方，「Ｃ」事件（参加を許されない事件）は「Ａ」事件よりも

事実審理又は判決により終結する可能性が一層強かった。すなわち，「Ａ」

事件の33％が和解により終結した一方，「Ｃ」事件では27％が和解により終

結し，また「Ｃ」事件の15％が判決に進んだ一方，「Ａ」事件については１０

％が判決に進んだ。最も和解により終結する可能性が強かった事件は，

ＥＡＰに自発的に参加した「Ｂ」事件であり（48％が和解により終結)，この

点は，これらの訴訟事件がＥＡＰ手続の提供する援助を受け入れる用意がで

きているため，自発的にこの手続に参加する傾向が一層強いことを示唆して
（28）

いる。

（４）和解とＥＡＰセッションとの時間的近接性

上述の分析によれば，早期評価計画は，より早期の事件の解決と若干多く

の和解を生じさせることが示されている。表11は，訴訟の終結とＥＡＰセツ

表１１９２年１月１日から96年８月31日までの期間中，少なくとも第１回目の

早期評価計画セッションを開催した後に終結した事件における，

事件解決と早期評価セッションとの近接度

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部
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ションとの時間的近接性を示している。多くの事件（ＥＡＰセッションに参

加した事件の38％）では，このセッション自体において直ちに訴訟事件が終

結する。その他の19％の事件がセッションからｌ月内に終結し，１７％の事件
（29）

がさらに２カ月後に終結しﾌﾟこ゜

（５）訴訟事件類型別の終結期間

各ＥＡＰグループ内での終結期間は，表１２に示されるように，訴訟事件の

類型により異なっている。「Ｂ－非ＥＡＰ」事件は，「B-EAP」事件と比較す

ると，市民的権利に関する事件を除いた主要な各訴訟事件の類型において一

層迅速に終結した。その相違は，不法行為及び労働事件において特に大きい。

これら二つの類型の訴訟事件の一つがひとたび自発的にこの計画に参加した

場合，これらの事件はその終結までに異常に長い期間を要した。すなわち，

これらの訴訟事件は，同種類の事件である「Ａ」事件や「Ｃ」事件よりも一

層長い期間を要した。ＥＡＰに自発的に参加した不法行為や労働事件が，な

ぜその他の類型の事件よりも比較的長引くのかは明らかではない。いずれに

しても，「B-EAP」グループ事件についての調査を行う場合，その分析に

使用される訴訟事件の数がある類型の訴訟事件については非常にわずかであ

るため，一定の注意が払われなければならない。

表12は，ＥＡＰ手続が特に効果的であると思われる訴訟事件の類型をもま

た示している。「Ａ」事件と「Ｂ」事件とを比較すると，終結期間の中央値

に関する相違は，契約及び市民的権利に関する事件について特に大きい。市

民的権利に関する訴訟事件は，さらに「Ｃ」事件と比較した場合，それらが

ＥＡＰ手続に自発的に参加した場合でさえ効果的であった唯一の訴訟事件類

型である。

矛盾する点は，なぜ「Ｂ－非ＥＡＰ」事件が迅速に終結するのかというこ

とである（｢Ｃ」事件よりもより迅速であり，また不法行為および労働事件

では，「Ａ」事件と同様に迅速である)。おそらく，この点はＥＡＰ手続に自

発的に参加した訴訟事件と参加しない訴訟事件の`性質によるのであろう。例

えば，「B-EAP」事件は，他のグループと比較すると，その複雑性，対立
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`性，またはそれらの終結期間を長期化させるその他の特徴の点で，一貫して

異なっている可能性がある。これらの事件が自発的にこの計画に参加したと

いう事実は，特別な援助を要するとの弁護士側の認識を反映しているように

思われる。これらの事件の参加はまた，ある場合には「Ｂ」事件をこの計画

に付託しようと特別な努力をする計画管理官の明確な配慮の結果かもしれな

い。他方において，「B-EAP」事件は，弁護士がＥＡＰにより迅速に解決す

ることができると考えられたような平均的な事件であり，かつＥＡＰ手続が

これらの事件の解決を遅延させている，との可能性もある。しかし，この計

画が処理期間に及ぼす効果についての弁護士の評価は，この仮定と逆の結論

を示している。上述のように，大多数の弁護士がＥＡＰは訴訟処理期間を短

縮させたと報告しており，また「B-EAP」事件を担当した弁護士の方が，

｢Ａ」事件グループの弁護士よりも一層そのように述べる可能性が強かった。

より複雑な「Ｂ」事件がＥＡＰに自発的に参加するとすれば，なぜいくつ

表１２訴訟の種類および早期評価計画グループ別の終結期間（月数）の中央値

92年１月１日から96年８月31日までに提訴され，９６年８月31日までに終結した事件

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRT
ADMINIsTRATIoNANDCAsEMANAGEMENT，ＡＳＴｕＤＹｏＦＴＨＥＦＩｖＥＤＥＭｏＮｓＴＲＡＴＩｏＮＰＲoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,246（1997)．

訴訟の種類

ＢＢ

Ａ早期評価計画早期評価計画Ｃ

参加不参加

契約

不法行為

市民的権利

(CivilRights）

労働事件

その他の民事事件

全体

数７．２９．７８．７９．９

中央値２０９４９１２６１７４

数８．０１１．２７．９９．９

中央値１６８６１１０２１７５

数７．３８．１１０．０１０．６

中央値３０７１２８２１０３２５

数５８９．３５．６６．８

中央値１４２３３１２２１３５

数６８９．３８．５８．７

中央値１７３３０１３４２１０

数７０９．２８．３９．７

中央値９９９３０１６９４１０１９
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かの「Ｂ－非ＥＡＰ」事件が「Ａ」事件と同様に迅速に終結するかを理解す

ることができる。「B-EAP」事件がＥＡＰに参加した後にそのグループに残

されている事件は，それらの争点またはその他の特徴の点でより単純な事件，

すなわちいずれにしても短期間で解決されるであろうと弁護士が考えるよう

な事件であろう。そのような訴訟事件の処理期間は，他のグループと比較し

て一層短いものとなるであろう。しかし，なぜこの点が不法行為及び労働事

件に集中しているのかは明らかではなく，また，いずれにしてもこれらの示

唆は推測に基づくものであり，なぜ「Ｂ－非ＥＡＰ」事件が「Ｃ」事件より

も一層迅速に終結し，またある場合には「Ａ」事件と同様迅速に終結するの

かという問題については答えていないのである。

しかし，訴訟事件の終結期間に関する分析は，早期評価計画が，全体とし

てこの計画への参加を要求される訴訟事件の処理期間の短縮に効果的であっ

たことを示している。これらの訴訟事件のグループ内では，すべての類型の

訴訟事件がＥＡＰから利益を得ているが，契約及び市民的権利に関する事件

(在監者訴訟を除いた裁判所において最も大きな部分を占める民事訴訟事件）

は，ＥＡＰ手続により特に迅速化されている。この手続はまた，市民的権利

に関する事件について自発的な参加が行われたものについても効果的である

ように思われる。したがって，「Ａ」事件と「B-EAP」事件とを通して見

ると，市民的権利に関する訴訟事件が，特にＥＡＰ手続により迅速化されて
（30）

いるのである。

４ＥＡＰ手続が裁判費用に及ぼす効果についての弁護士の評価

裁判所及び諮問グループは，訴訟事件をより迅速に終結させることにより，

ＥＡＰ手続が裁判費用をも減少させることを望んだ。表13は，ＥＡＰセッショ

ンに参加した弁護士の三分の二を若干上回る数の者がＥＡＰ手続は裁判費用

を減少させたと報告した（その割合は，訴訟手続を進行させたと述べた弁護

士のそれよりも若干小さいが，依然として参加した者の大多数を占める)。

他方において，ほぼ10％の弁護士がこの計画は費用の点で有害な結果を生じ
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させたと述べ，訴訟処理期間について有害な結果を生じさせたと述べた３％
（31）

の弁護士よりも多いが，依然として小さな害11合に止まっている。
（32）（33）

表１３早期評価計画が依頼人の訴訟費用の総額に与えた影響に関する弁護士の評価

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRT
ADMINIsTRATIoNANDCAsEMANAGEMENT,ASTuDYoFTHEFIvEDEMoNsTRATIoNPRoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,247（1997)．

表13はまた，１当事者当たりの費用の節約額に関する見積額の中央値をも

示している。それは，早期評価計画が依頼人の裁判費用を減少させたと述べ
（34）

た弁護士によれば，15,000ﾄﾞﾉﾚにのぼる（この中央値は，「Ａ」事件と「Ｂ

－ＥＡＰ」事件とで同一である)。見積額は950,000ドルの高額にも及び，２４

名の弁護士は，依頼人の節約額が100,000ドル以上の額になったと見積もっ

た。１当事者当たりの見積額の平均は32,007ドルであった（｢Ａ」事件では

若干高く，「B-EAP」事件では若干低い)。これらの訴訟事件（すべて終結

したもの）における裁判費用総額についての見積額の中央値は，10,000ドル

であった。もしこれらの見積額が信頼のおけるものであるとすると，それら

は，依頼人がその訴訟事件について必要としたであろう額の半額を超える額
（35）

がＥＡＰ|こよって節約されたことを示している。したがって，依頼人の節約

額は相当の額に昇るであろう一方，これらは，裁判所がｌ事件当たり約700

ドルの費用を負担することでもたらされる。しかし，ＥＡＰが裁判費用に及

ぼす効果について結論を導く際には一定の注意を払う必要がある。というの

は，この調査結果は弁護士の見積額に基づくものであることのほか，ＥＡＰ

に参加しなかった事件について比較することのできる情報がないからである。

各回答を選んだ

弁護士のパーセント

(人数＝847）

1当事者あたりの

中央値

1当事者あたりの

平均値

依頼人の費用は減少した

依頼人の費用は増加した

影響なし
０
０
０

●
●

●

９
０
１

６
１
２

＄15,000

(人数＝383）

$1,500

(人数＝67）

該当データなし

$32,007

(人数＝383）

$3,552

(人数＝67）

該当データなし
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ＥＡＰ手続が依頼人の裁判費用を増加させたと報告した弁護士は，費用を

節約したと報告した弁護士ほど大きな効果を報告しなかった。表13が示すよ

うに，費用の増加額に関する見積額の中央値は1,500ドルであり，平均値は

3,352ドルである。費用の増加を報告した弁護士は，事件が事実審理に進ん

だこと，ＥＡＰセッションの開催があまりに早すぎたこと，当事者が誠実に

この手続に参加しなかったこと，または訴訟物についての専門家が望ましか

ったと報告する傾向が大きかった。最も費用がかかる訴訟事件（50,000ド

ル）を担当した弁護士のうちやや大きな割合を占める者もまた，ＥＡＰが費

用を増加させたと報告した。

いくつかの記述式の意見によると，ＥＡＰは，それが不適切な種類の訴訟

事件に利用されるときは費用と時間を増加させる可能性があることが示唆さ

れた。弁護士がＥＡＰ手続に適していないと考えた何種類かの訴訟事件には，

もっぱら法律上の争点のみを含んだ事件や，経験に富みかつ以前共同で業務

を行ったことのある弁護士が関与する事件，責任の有無について合意のない

事件，及び政府の関与する事件が含まれた。しかし，まさに同数の弁護士が，

すべての訴訟事件はＥＡＰ手続への参加を要求されるべきであると考え，ま

た数名の弁護士は，無作為の振分けによる手続のために，彼らが代理する他

の事件がＥＡＰ手続に参加することができなかったことに不満を述べたので

ある。

以上の意見は，ＥＡＰに適していない事件を確認するために，なんらかの

スクリーニングを行うことが有益であることを示唆している。しかし，この

ような問題が発生する割合は非常に低いため，訴訟事件を選別するために必

要とされる時間をかけても，それにより得られるものはわずかであろう（こ

の手続により不利益を受ける個々の当事者にとっては，これは明らかに受け

入れることのできない結論であろうが)。

以上の調査結果を要約すると，ＥＡＰは訴訟に要する費用をかなり節約す

ることができ，まためったにそれらの費用を増加させないことを示唆してい

る。これらの調査結果は，費用の節約額についての弁護士の見積もりである
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点に注意すべきであるが，また同時に，これらの訴訟事件の終結類型につい

ての調査結果と一致している。ＥＡＰ手続に参加した訴訟事件は，この手続

に参加しなった事件と比較すると，一層争点決定前に（｢Ａ」事件）かつ和

解により（｢Ａ」事件及び「B-EAP」事件）終結した一方，その手続に参

加しなかった事件は，一層判決，事実審理またはモーションにより終結した

のであり，したがって，それらの訴訟手続に必要とされる追加的な費用を生
（36）

じさせたのである。

５早期評価セッションが訴訟事件にとり有益とされた事項

諮問グループ及び裁判所は，早期評価計画に関するいくつかの一定の特徴

を通して，一層早期の和解を生じさせ，訴訟に要する費用を減少させようと
（37）

した。もちろん，まず第一の特徴は，中立人との早期の会合である。彼ら(よ，

この会合において中立人が当事者に対して彼らの訴訟事件について現実的な

評価を行うよう援助し，もし可能ならば和解させ，そうでない場合は和解協

議を行えるように迅速なディスカヴァリを計画させることを望んだ。

表14が示すように，多くの弁護士がＥＡＰセッションはいくつかの点で有

益であると考えたのであり，最も高い割合の弁護士（77％）が，そのセッシ

ョンは当事者が自己の立場について現実的になるよう促したと述べた。約三

分の二の弁護士もまた，そのセッションにより彼らが相手方の立場を十分に

理解し評価できるようになり，一層早期の争点の確定が促進され，また，自

らの依頼人の主張の長所や弱点を確認することができた，と述べた。したが

って，この計画は，まさに諮問グループが期待したような評価を促進してい

るように思われる。

この計画が提供する評価は，上掲の一連の援助の結合により，次に費用と

訴訟遅延の減少にも役立つように思われる。例えば，弁護士が，ＥＡＰは当

事者を一層現実的にさせまたは彼らに相手方の立場を評価させたと報告する

場合，一層この計画が時間と費用を減少させたと報告する可能性が高かった。

これとは対照的に，この計画がこれらの点で有害な結果を生じさせたと述べ
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表１４早期評価計画が提供する数種の援助の有用性に関する弁護士の評価

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCoｕＲＴ
ＡＤＭＩＮＩｓＴＲＡＴＩｏＮＡＮＤＣＡｓＥＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ，ＡＳＴｕＤＹｏＦＴＨＥＦＩｖＥＤＥＭｏＮｓＴＲＡＴＩｏＮＰＲoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,249（1997)．

た者は，一層その計画は費用を増加させ訴訟事件を遅延させたと述べた（し

かし，その数はごくわずかであった)。

たとえ弁護士がこの計画は上記の事項についてなんらの効果も有しなかっ

たと報告した場合でさえ，彼らは早期評価計画が訴訟事件の遂行に必要とさ

れる時間と費用を減少させたと述べる傾向が大きかったのであり，この点は，

早期評価計画が提供するものとされている

援助項目

下記のとおり述べた弁護士のパーセント

有用である有害である効果なし

当事者らをその事件でのそれぞれの立場につ
いていっそう現実的にさせた（人数＝1301)。

他の場合と比較して，当事者を事件の解決に

一層関与させることを可能にした（人数＝

1301)。

相手方当事者の弁護士との会合および協議を

可能にした（人数＝1304)。

相手方の立場を一層理解し評価することを可

能にした（人数＝1296)。

早期の争点の確定を促進する（人数＝1300)。

当事者が，紛争解決のために訴訟以外の方法
を検討するよう促す（人数＝1297)。

依頼人の主張の長所や弱点を確認することを

可能にする（人数＝1303)。

相手方の弁護士を評価する機会を提供する

(人数＝1297)。

受任事件での弁護士間のコミュニケーション

を改善する（人数＝1299)。

受任事件での当事者間のコミュニケーション

を改善する（人数＝1296)。

受任事件での当事者間の関係を改善する（人

数＝1297)。

早期のディスカヴァリを促進する（人数＝

1284)。

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

０
６

８
１

３
３

４
６
８

０
０

０
２

２
２

３
３

３
３

３
３

４
５

６

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

●
Ｃ

ｅ
●

●
■

●
●

●
●

●
●

４
１
１
１
１
１
１
１
３
５
８
２

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

０
０

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

７
２

１
８

７
６

５
３
”
０

５
２

８
７

７
７

６
６

６
６

６
６

５
４

３
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ＥＡＰのその他の実務もまた時間と費用の減少に役立つことを示唆している。

それらの一つが，表15に示すように，当事者がＥＡＰセッションに参加すべ

きであるとの要件である。

表１５当事者の出席が事件の解決に及ぼす影響

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRT
ADMINIsTRATIoNANDCAsEMANAGEMENT,ASTuDYoFTHEFIvEDEMoNsTRATIoNPRoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,250（1997)．

表15によれば，ほとんどの訴訟事件において依頼人がＥＡＰセッションに

参加したこと，及び四分の三に当たる弁護士が依頼人の出席は訴訟事件の解

決に役立ったと指摘したことを示している。依頼人が出席しなかったと報告

した弁護士のうち，７％の弁護士が依頼人の不在は解決を妨げたと述べた。

弁護士の記述式の回答は，表95に報告されている評価を強調するとともに，

以下の例が示すように，依頼人の参加が重要であると考えられる理由のいく

つかを示している。すなわち，

「私が回答できないいくつかの質問が出てきたが，その答えを知っていた

依頼人が在席していたことが訴訟事件の進行に役立った｣，

「各依頼人及び（または）保険会社代理人の在席は，早期の訴訟事件の解

決にとり極めて重要であると考える。彼らは，相手方当事者および弁護士に

ついて個人的印象をもつとともに，事実，争点及びそれぞれの立場に関する

問題点について公平な評価を受けるのである｣，

「私は，依頼人をこの会合に出席させることが重要であると考える。依頼

人が在席していなければ，弁護士はもっぱらお互いに身構えることができる

だけである。依頼人が在席していれば，彼らは事実，法及びリスクについて

の現実がどのようなものであるかに直面するのである｣，

当事者

各回答を選んだ弁護士の
パーセント

(人数＝1289）

解決に役立った 解決を妨げた 効果なし

出席

欠席

9１．０

9.0

7０．０

3.0

１．０

7.0

29.0

90.0
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「依頼人は，その代理人が彼らに話していることに耳を傾けようとしない

時がある。第三者（計画管理官）がその事件について意見を述べるならば，

確実に依頼人の注意を引き，彼らを現実に引き戻すことができるのである｣。

これらの意見は，依頼人の参加を重要なものと考えた理由を指摘した多く

の他の弁護士の意見を代表しているとともに，依頼人の参加を強制すべきで

あるとする理由を述べた数人の弁護士の意見をも代表している。もっとも，

このような裁判所の要求を批判した弁護士もおり，彼の担当した事件では，

当事者が会合のためやや遠方からやってこなければならなかったため，当事

者の参加により費用が増加しただけであったと指摘した。しかし，弁護士の

意見や経験によれば，依頼人がＥＡＰセッションに関与するならば，早期の

和解の可能性が高まるであろうと考えた諮問グループの立場が明らかに支持

されるのである。

表14によれば，ＥＡＰ手続が早期のディスカヴァリを促進するという点が

示唆されていないことは興味深い。なぜなら，この点は早期評価のための会

合から生じる利益の一つと考えられたからである。しかし，他の資料による

と，この計画がディスカヴァリについて何らかの効果を有していることが示

唆されている。終結した事件を担当した弁護士のうち任意に抽出された者に

対するアンケートによる資料を利用すると，担当事件が「Ｃ」グループに振

り分けられた弁護士は，「Ａ」グループの弁護士よりも不要なディスカヴァ

リが行われたと報告する可能性が一層大きかった。しかし，これらの資料は

示唆的なものであるに止まる。なぜなら，「Ａ」グループと「Ｃ」グループ

との間で，例えば質問書と証言録取書の数のようないくつかのディスカヴァ

リの数量について重要な相違がなかったからである。他方において，このサ

ンプルは，非常に早期に終結した「Ａ」グループの事件数を十分に表示して
（39）

いないとも考えられる。これらの事件が一層多くサンプルにｶﾛえられるなら

ば，「Ａ」事件と「Ｂ」事件におけるディスカヴァリの数量について大きな

相違見出されるであろう。

おそらく表14について最も注目される特徴の一つは，ＥＡＰセッションが
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なんらかの形で有害であると報告した弁護士の割合が非常にわずかであると

いう点である。このセッションは全体として明確な結果を生じさせ，またそ

れは計画の立案者が望んだもの（すなわち，当事者に対して自分や相手方の

主張を十分に理解させること，早期の争点の確定を一層促進すること，当事

者を各自の立場について一層現実的にさせること，及び依頼人を訴訟事件の
（40）

解決に関与させること）に極めて近いように思われる。

６早期評価計画に関する弁護士の全体的評価

上述の調査結果から予想されるように，ＥＡＰセッションに参加した大多

数の弁護士（参加した弁護士の84％）が，ＥＡＰへの参加による利益はそれ
（41）

により生じる費用をはるかに上回ると考えた（表16参照)。さらに，ほとん

どすべての弁護士が，適当な事件については自発的に早期評価計画に参加す

ると述べ，またこの計画は継続すべきであると述べた（それぞれ96％)。表

16はまた，自ら担当した特定の事件では利益が費用を上回らないと考えた多

くの弁護士が，それにもかかわらず自発的にこの計画に参加するであろうこ

とをも示唆している。弁護士の記述式の回答もまたこの点を示唆している。

表１６早期評価計画の総合的な価値に関する弁護士の判断（パーセント）

ミズーリ州西部地区カンザスシティ部

ReproducedfromDoNNASTIENsTRAETAL.，REPoRTToJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRT
ADMINIsTRATIoNANDCAsEMANAGEMENT,ASTuDYoFTHEFIvEDEMoNsTRATIoNPRoGRAM
EsTABLIsHEDuNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcTofl990,252（1997)．

しかし，早期評価手続に参ｶﾛした弁護士は，一般的には，参ｶﾛしなかった

弁護士よりも，その訴訟事件の結果またはその訴訟事件に関する裁判所の管

理全体について一層満足しているようにはみえない。終結した事件において

任意抽出された弁護士からの資料を用いた場合，「Ａ｣，「Ｂ」または「Ｃ」

利益が費用を上回って
いますか？

(人数＝1295）

あなたは進んで適切な

事件をこの計画に付託
しますか？

(人数＝1298）

この計画は

継続されるべきですか？

(人数＝1286）

はい

いいえ

8４．０

１６．０

9１．０

9.0

96.0

4.0



208

事件における弁護士の間において，事件の結果についての満足度，結果の公

正さ，裁判所の事件管理に関する満足度またはその公正さについて何らの相

違も見い出さなかった。これらのグループは，受任事件における処理期間ま

たは費用に関する満足度の水準の点でも何ら相違しなかった。ここでも，こ

のサンプルは早期に終結した「Ａ」事件数を十分に表示しておらず，実際の

相違を示していないであろう。

以上の分析は，全体として，早期評価計画が裁判所及び諮問グループの設

定した目標の実現に非常に効果的であったことを示唆している。彼らが期待

したように，早期評価計画は，当事者がその訴訟事件をより現実的に把握し，

和解の計画及び協議に従事させる会合を提供するように思われる。参加を要

求される訴訟事件については，この計画はこのような助力を訴訟の早期に提

供し，それによって訴訟処理期間を短縮し，より一層の和解をもたらし，裁

判所の判決を減少させ，そして訴訟に要する費用を減少させるように思われ

る。この手続に参加した大多数の弁護士は，この計画が継続されるべきであ
（42）

ると考えているのである。

早期評価計画について先に報告された効果及びそれについての弁護士の積

極的な評価は，この計画に非常に好意的な多くの記述式の意見によりさらに

裏付けることができる。以下は，そのいくつかの例である。すなわち，

「早期評価計画は，卓越した構想である。その計画は当事者双方の裁判費

用を減少させる。その計画は紛争解決に必要な時間を短縮し，それによって

裁判の遅延から生じるストレスや圧力を減少させる。その計画は，当事者が

自らの立場を相手方や第三者に主張することのできる場所に参加できるよう

にする。その計画は，当事者が正当に扱われ，意見の相違を解決し，威厳を

保つことを可能にする。その計画は，以上のすべての事項を連邦裁判所制度

の下で著しく費用を節約して実行するのである｣，

「裁判所に雇用され，したがって当事者が問題を解決するのを援助するこ

とだけを目的とする中立人の出席は，私の依頼人に対して強いインパクトを

与え，かつ相手方にも同様の効果を与えるように思われる｣，
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「私がこの計画について有する『唯一の』不満とは，その計画が現在のと

ころそれに参加することのできる事件を選択的なものとしている点である。

私は，この計画に含めることができかつそう望むいくつかの事件を有してい

るが，それらは対象標準グループに振り分けられた。私は，すべての訴訟事

件が少なくともその計画に参加することのできる曰を待ち望んでいる｣，

「『早期評価』は，私が15年間司法制度を見てきた中で「最もすばらしい制

度』である。なぜなら，それは弁護士に会話をさせ，またその訴訟事件につ

いて当事者を現実的にさせるからである｣，

「私にとっては，それが最初の調停であったので非常に懐疑的であった。

その結果は三当事者のすべてにとり卓越的なものであったし，また，弁護士

報酬は全体で300,000ドルほど節約され，かつ制度上訴訟に要する年月を２，

３年短縮した。この調停は，事件を認識するために必要とされる期間を不要

とした。依頼人は，訴訟の後の段階ではなく初期の段階で関与した。弁護士

は，初期の段階で彼らの事件のもつ価値について公正な評価を行うことを要

求されたのであり，弁護士の間での衝突にかなりの時間を費やした後に，か

つ真の争点に取り組まないまま２，３年を経過してしまうようなことはなか

った｣，

「この計画は，私が法廷弁護士として関与した中で最も公正かつ効率的な

強制的・任意的な調停・仲裁計画である。Snapp氏は，適材適所の人物で

ある。彼の忍耐，準備及び熟練は，たとえ西部地区連邦法律家の構成員が彼

らの支払うべき使用料の一部としてその費用を負担するとしても，この計画

を価値あるものとしている。この計画を継続するなんらかの方法を見出して

ほしい｣，

「依頼人やこの種の訴訟についての私の経験によれば，この事件は確かに

ＥＡＰによってもよらなくても和解により解決したであろう。しかし，ＥＡＰ

を通して，その事件は迅速に和解により解決され，私の依頼人は弁護士報酬

の支払いを節約したのである｣。

以上の意見及び表16が示す評価によれば，裁判所における早期評価計画につ
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いては，その計画に参加した者による極めて大きな支持があることが示され

ている。いくつかの意見はまた，この計画が効果的であることの主要な理由

の一つとして，現在の管理官・調停人の存在をあげている。このような評価

は，次のようなまさに二つの評価を意味している。一つは，事件を評価する

ための当事者の早期の会合がより早期の和解を促進するであろうという諮問

グループの意見についての評価であり，もう一つは，諮問グループの立てた

計画を実行した個人についての評価である。以上の調査結果は，諮問グルー

プの意見を支持するとともに，その大部分が計画管理官による卓越した適用

を通して実現されてきたことを示している。もし別の調停人がそのセッショ

ンを実施するならば，早期評価手続が同じ結果をもたらしたかどうかは，こ
（43〕

の計画からは半Ｉ断することができない。

（１）ミズーリ州西部地区連邦地裁における早期評価計画の詳細については，拙稿

「ミズーリ州西部地区連邦地方裁判所における民事司法改革の評価（１）－連邦司

法センターによる早期評価計画の評価を中心として－」国士舘大学比較法制研究

２６号16-30頁（2003）を参照。

（２）毎期の報告書は「Ａ｣，「Ｂ」及び「Ｃ」事件の終結期間の中央値を示してお

り，それによれば，「Ａ」事件の終結期間が一層短いことが明確に示されている。

この報告書は，また弁護士に対して行った調査結果を要約している。SeeDoNNA

STIENsTRAET・ＡＬ.,REPoRTToTHEJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRTADMINIsTRA‐

ＴＩｏＮＡＮＤＣＡｓＥＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ,ＡＳＴｕＤＹｏＦＴＨＥＦＩｖＥＤＥＭｏＮsTRATIoNPRoGRAM

EsTABLIsHEDUNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcToF1990，２３２，．１６３（FJC

1997).SegaJsoKentSnapp,FWeyeaだ⑰Ｒａ"ｄａｍＴｂｓｒｍｇＳｈｏｍｓＥＭｙＡＤＲＳ"c‐

ccsSnｲZ,DIsPuTEREsoLuTIoNMAGAzINE16（Summerl997)．

（３）1994年６月，裁判所はマジストレイト裁判官に民事事件を担当させるという

方針をとった。９６会計年には，２５件の民事事件が各マジストレイト裁判官に配点

されるであろう。当事者が地方裁判所裁判官への再配点を明確に求めなければ，

それらの事件はマジストレイト裁判官により裁判される。DoNNASTIENsTRAET・

ＡＬ.,REPoRTToTHEJuDIcIALCoNFERENcEoNCouRTADMINIsTRATIoNANDCAsE

MANAGEMENT，ＡＳＴｕＤＹｏＦＴＨＥＦＩｖＥＤＥＭｏＮsTRATIoNPRoGRAMEsTABLIsHED

UNDERTHECIvILJusTIcEREFoRMAcToF1990,233,.164.

（４）〃・ａｔ232-233（FJC1997)．

（５）〃・ａｔ233-234.ミズーリ州西部地区連邦地方裁判所における事件（訴訟）管理

手続については，拙稿前掲注（１）国士舘大学比較法制研究26号3十33頁を参照。
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（６）DoNNASTIENsTRAETAL.,szJPmnote（３）,ａｔ２３４．

（７）〃・ａｔ234-235.

（８）厄.ａｔ235-236.

（９）Ⅲ､ａｔ236．

(10）肋/ｄ

(11）実務における早期評価計画の実際については，拙稿「ミズーリ州西部地区連

邦地方裁判所における民事司法改革の評価（１）－連邦司法センターによる早期

評価計画の評価を中心として－」比較法制研究第26号23頁以下（2003）を参照。

(12）〃・ａｔ237．

(13）「賛同する」とは，「強く賛同する」および「賛同する」を，「賛同しない」と

は，「全く賛同しない」および「賛同しない」を含む。〃・ａｔ237,,.167．

(14）ＥＡＰに参加する数名の当事者は，「Ｂ」グループに振り分けられた後にＥＡＰ

に参加することを選択した。これらの事件は「B-EAP」事件と表示される。「Ｂ」

グループに振り分けられたがＥＡＰへの参加を選択しなかったものは「Ｂ－非

ＥＡＰ」グループと表示される。

(15）本稿では，カイニ乗分析においてｐ＜０５で統計上重要な関係のみが報告され

る。訴訟物に関する専門家については，市民的権利に関する事件を担当した弁護

士の16％，および労働事件を担当した弁護士の18％が専門家の方が有益であった

と認めた一方で，契約事件及び不法行為事件では，それぞれ11％および８％であ

った。逆に，契約及び不法行為事件を担当した弁護士の69％が専門家は不要であ

ると述べたのに対して，市民的権利及び労働事件についてはそれぞれ55％および

５２％であった。〃・ａｔ２３９，１６９．．

(16）ｈａｔ237-239．

(17）〃・ａｔ239．

(18）n.ａｔ239-240．

(19）Ⅲ､ａｔ240．

(20）n.ａｔ241．

(21）終結した事件において任意抽出された弁護士に別途送付された質問書の調査

結果によれば，ミズーリ州西部地区における大部分の弁護士（83％）は，受任事

件が適切な速度で進行したと考え，１０％がその進行は著しく遅延したと考え，２

％が余りにも早く進行しすぎたと考えた。これらの調査結果が基礎としたサンプ

ルは，裁判所のＡＤＲ計画により早期に終結した事件を十分に代表していないので，

この調査結果は事件の進行が著しく遅延したと考えた弁護士の数を過大に述べて

いるであろう。〃､ａｔ241．

(22）主な民事事件の類型のうち，ＥＡＰが訴訟を進行させたと述べた弁護士の割合

は，契約事件が80％，不法行為事件が82％，市民的権利に関する事件が89％，労

働事件が82％であった。

(23）自発的に参加した弁護士のうち，６７％の者がＥＡＰは有益であったと述べたの

に対して，参加を要求された者は56％であった。対照的に，参加を要求された弁
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護士の15％がこの計画はなんらの効果も有しなかったと述べたのに対し，自発的

に参加した者は６％であった。

(24）ｍａｔ241-242

(25）表７及び８の線は，係属中の事件を考慮に入れた保険統計上（actuarial）の

方法による分析に基づいている。もし終結した事件のみが分析の際に使用される

ならば，終結期間は歪曲される（すなわち短縮される）であろう。なぜなら，最

も早く終結した事件のみがその分析に含められるからである。補遺Ａの詳細な説

明を参照。表７及び８は，３種のＥＡＰ事件のいずれかに振り分けられた3,013件

の民事事件について，1996年１月１日から同年８月31日までに提起されたものに

基づいている。ｈａｔ２４２，．１７３．

(26）裁判所は無作為に訴訟事件を実験グループ，自発的グループ及び対照標準グ

ループに振り分けたので，各グループの事件は，実験的な条件ではなくすべて同

様な条件に服しており，その結果，他のすべての条件が同一であるので，調査さ

れた結果は実験に基づくものであるとの結論を導くことができる。ｌｆａｔ２４３ｎ、

174．

(27）Ⅲ､ａｔ242-244．

(28）Ⅲ､ａｔ244．

(29）、､ａｔ244-245．

(30）〃・ａｔ245-246．

(31）終結した事件において任意抽出された弁護士に別個に送付された質問書につ

いての調査結果によれば，６３％の弁護士が裁判費用は適切であると考え，１９％が

費用はあまりにも高額であったと考え，１１％が費用は極めて低額であったと考え

た。これらの調査結果が基礎としたサンプルは，裁判所のＡＤＲ計画により早期に

終結した事件を十分に代表していないので，この調査結果は費用があまりにも高

額であったと考えた弁護士の数を過大に述べているであろう。〃・at247nl76．

(32）節約額の中央値は，回答者ごとではなく当事者ごとに報告されている。すな

わち，単一の当事者に対して２名以上の弁護士が回答したときは，弁護士の見積

額は平均される。〃・at247nl77．

(33）最初の400通の質問書は，弁護士に対して費用の節約についての見積額を尋ね

なかったため，この分析に利用することのできる回答の数は他の質問に比べて少

ない。すべての質問書の受領者に問われた質問（ＥＡＰは裁判費用の減少にとり有

益であったか有害であったか）によれば，非常に類似した回答のパターンが示さ

れている。すなわち，７３％がこの計画は費用の減少に有益であったと答え，９％

がそれは有害であったと述べ，１８％がなんらの効果もなかったと述べた。Ⅲ、ａｔ

247,.178．

(34）質問は次のようなものであった。すなわち，「もし，当該事件がＥＡＰに振り

分けられなかったとすれば，和解，判決またはその他の訴訟の終了によりあなた

の依頼人に生じたであろう裁判費用の総額（弁護士報酬及び費用を含めて）はど

の程度の額か。以上の費用と比較した場合，この計画への参加はあなたの依頼人
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に生じた裁判費用の総額にどのような効果を有したか｣。選択肢は，なんらの効果

もない，費用を増加させた，費用を減少させた，であった。〃・ａｔ247,.179．

(35）それらの見積額について留意すべき点は，それらが見積もりであるという事

実のほかに，その質問に対する回答者の数が比較的少ないという点である。すな

わち，潜在的には1300名のうち約380名が費用の節約額と裁判費用の総額について

の見積額を提供した。〃・ａｔ２４８ｎｌ８０

(36）〃､ａｔ247-248．

(37）SeeaJsoKentSnapp,FiDeyea?as⑰Ｒａ"ｄａｍＴｅｓｔｊ?１９ｓ/ｚｏｚｕｓＥＭｙＡＤＲＳ"c‐

cesSルムDIsPuTEREsoLuTIoNMAGAzINE16（Summerl997)．

(38）「有益である」は「非常に有益である」と「いくらか有益である」を，「有害

である」は「非常に有害である」と「いくらか有害である」を含む。DoNNASTIEN‐

ｓＴＲＡＥＴＡＬ.,s叩ｍｎｏｔｅ（３）,ａｔ２４９ｎｌ８１．

(39）これらのサンプルは，裁判所の一般命令が明記するＥＡＰ手続の開始時点とし

ての争点決定がなされた（issuewasjoined）事件に基づいている。しかし，実際

には訴訟事件についてしばしば争点決定前にＥＡＰセッションのスケデュールが立

てられかつ終結している。この質問事項とその範囲に関する詳細な議論について

は，補遺のＡを参照。〃・ａｔ２５１ｎｌ８２

(40）〃､ａｔ248-251．

(41）ＥＡＰへの参加を要求された弁護士の方が，ＥＡＰに自発的に参加した弁護士に

比べて，利益が費用を下回ったと述べる傾向が若干高かった。すなわち，「Ａ」事

件の弁護士の18％が利益は費用を下回ったと述べたが，［Ｂ］事件で自発的に参加

した弁護士の場合は10％であった。〃・ａｔ２５１ｎｌ８３．

(42）SeeaJsoKentSnapp,ｓｚ`Pｍｎｏｔｅ（37),ａｔ17．

(43）DoNNASTIENsTRAETAL.,szJPmnote（３）,ａｔ251-253.

Ｅわが国に与える示唆

lミズーリ州西部地区連邦地裁における早期評価計画の効果

以上，ミズーリ州西部地区連邦地方裁判所における早期評価計画の内容お

よびその効果について，連邦司法センターが行った調査に基づいて検討を行

ってきた。これまでの検討結果から，この早期評価計画が，訴訟の迅速な終

了および費用の低廉化という要請に対して一定の効果を有することが明らか

となった。このような目的を達成することに貢献するものとして裁判所が指

摘した早期評価計画における最も重要な特徴とは，（１）当事者が真筆に彼

らの事件を評価することができるように，当事者を早期に会合させるものと



214

する要件，及び（２）この計画に振り分けられたほとんどの事件について調

停を行う，計画管理官の技量および名声，であった。

また，弁護士も，ほぼ同様な指摘を行っているが，特に前者の要件につい

ては，早期評価計画におけるセッションは，（１）当事者に対して自らの主

張や相手方の主張を十分に理解させ，（２）より早期の争点の明確化を促し，

（３）当事者が，それぞれの立場を一層現実的に把握することができるよう

にし，また（４）当事者を，他の場合よりも一層彼らの訴訟事件に関与させ

る，という点を指摘した。これらの指摘によれば，当事者が，訴訟の早期の

段階で開催される早期評価計画手続において，それぞれの立場を￣層現実的

に把握することができるならば，それによって当該紛争は判決によってでは

なく，和解により終結する可能性が一層大きくなるのであり，それによって

当該紛争を迅速・低廉に解決するという要請が実現される，と考えられる。

さらに，連邦司法センターの分析によれば，依頼人自身がＥＡＰセッション

に参加することが，訴訟事件の迅速・低廉な解決に役立つことが指摘されて

いる。この点は，上述のように，当事者が各自の立場をより現実的に把握す

ることが事件の迅速．低廉な解決をもたらすとすれば，依頼人自身の出席が

きわめて重要な意味を有することが理解される。

２評価型ＡＤＲ手続と調整型ＡＤＲ手続の連携の可能性

上述のように，ミズーリ州西部連邦地裁では，民事紛争の迅速・低廉な解

決という要請を達成するためには，当事者間に早期の段階において和解が成

立することが重要な意味をもつが，そのためには，当事者が，各自の立場を

一層現実的に把握することが必要であり，そのための方策として早期評価計

画が定められたものと考えられる。すなわち，まず早期評価計画の第１段階

において，計画管理官が，当事者に対して当該訴訟事件について中立的な立

場からの評価を示すことによって，当事者にその事件について現実的な把握

をさせる。そして，次にこれを受けて，早期評価計画の第２段階として，計

画管理官が，中立的な第三者として，当事者間において調停手続を実施して，
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当事者間に和解を成立させる。

このように，まず第１段階として評価型ＡＤＲ手続を用意し，この手続に

より当事者に対して事件についての中立的な評価を示し，当事者がその事件

についてより現実的な理解をした後に，これを受けて第２段階として調整型

ADR手続を用意して当事者間に合意（和解）に向けた協議をさせるという

方式を採ることにより，双方のＡＤＲ手続を連携させることができるとすれ

ば，一層迅速かつ低廉な紛争解決を導くことができる，と考えられる。

３当事者のＡＤＲ検討義務の必要性

アメリカの連邦民事訴訟手続では，当事者は訴えを提起した後，まず当事

者間において請求及び防御方法の内容及び根拠や，迅速な和解または紛争解

決，ディスクロージャー及びディスカヴァリの計画等について協議すること

を義務付けられている（当事者の協議義務〔会合協議義務〕，アメリカ連邦

民訴規則26条（ｆ）項)。そして，当事者は，次にこの協議義務に基づいて

作成した共同の計画書面を予め裁判所に提出することを義務付けられており，

これに基づいて，裁判所と当事者との間でスケデューリング協議（schedul‐

ingconference）が実施されることとされている（連邦民訴規則16条（ｂ）

項)。この当事者の協議義務は，主要な争点の確定や訴訟の進行計画等に関

する早期の共通認識の形成を可能とするものであり，訴訟の迅速化にとり極
（44）

めて有効な方策であると評価されている。そして，提訴後の当事者間での会

合協議や，裁判所におけるスケデューリング協議における協議事項の一つと

して，当事者は，原則として何らかの方式のＡＤＲの利用を検討すべきもの
（45）

とされている（訴訟内ＡＤＲ)。このような早期の事件管理手続とＡＤＲ手続

との統合は，民事紛争の迅速かつ低廉な解決を一層促進するものと思われる。

これに対して，わが国の民事訴訟法では，現在のところ，提訴後の訴訟にお

ける早期の段階での，当事者によるＡＤＲ利用検討義務といった制度は採用

されていないが，今後このような訴訟内ＡＤＲの制度を検討する余地は大い

にあるものと思われる。
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４民間ＡＤＲ手続との連携の可能性

上述のように，当事者が訴訟の早期の段階でなんらかのＡＤＲの利用を検

討すべき義務を負うことを前提とした場合，その検討の対象となるＡＤＲに

は，いわゆる裁判所に付属するＡＤＲ手続の利用が考えられるが，この手続

を多様化することに加えて，さらに民間ＡＤＲの利用をもその選択肢の一つ
（46）

とすることｶｺﾞ考えられる。このように選択の対象となるＡＤＲの種類を多様

化することにより，当事者のニーズに即した最も適切なＡＤＲを当事者が選

択することが可能となり，これにより当事者がＡＤＲを通して紛争を解決す

る可能性もまた一層増大するものと考えられる。これに関連して，わが国に

おいては，平成16年に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が
（47）

帝I定され，同法５条により法務大臣の認証を受けた民間事業者である認証紛

争解決事業者が，紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争につ

いて，紛争の当事者双方からの依頼を受け，当該紛争の当事者との契約に基

づき，和解の仲介を行う民間紛争解決手続としての裁判外紛争解決手続（認

証紛争解決手続）を実施することができるものと定める。そして，この認証

紛争解決事業者の実施した裁判外紛争解決手続については，時効中断効の付

与，訴訟手続の中止，及び調停の前置に関する特則についての規定が適用さ

れるものとした。すなわち，第１に，認証紛争解決手続に時効中断効を付与

し，当該認証紛争解決手続における請求時に，訴えの提起があったものとみ
（48）

なしている（同法25条１項)。第２に，当事者間に訴訟が係属する場合に，

当該紛争について認証紛争解決手続が実施されている等のときは，受訴裁判

所は，当事者の共同の申立てがあるときは，４月以内の期間を定めて訴訟手
（49）

続を中止する旨の決定をすることカゴできるとする（同法26条１項)。第３に，
（50）

民事調停法及び家事審半Ｉ法上の調停前置主義の適用を受ける事件について，

認証紛争解決手続が実施されかつ和解が成立しなかったときは，調停前置主
（51）

義の適用を受けないものとしている（同法27条)。当事者間に訴訟ｶｺﾞ係属す

る場合に，今後，この法律に基づいて認証された民間ＡＤＲ手続を，訴訟内
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ADRにおける選択肢の一つとして位置付けることにより，民事訴訟手続と

ADR手続との一層の連携を図ることができると考えられる。そして，この

ように両者の連携の範囲を拡大することにより，民事訴訟事件の迅速．低廉
（52）

な解決ｶﾇｰ層促進されることIこなるであろう。

(44）アメリカ連邦民事訴訟規則における事件（訴訟）管理手続については，拙稿

「カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所における民事地方規則の改正について

-2000年の連邦民事訴訟規則改正に伴う事件管理手続の改正を中心として－」国

士舘法学第33号67-74頁（2001）を参照。

(45）1998年成立の連邦ＡＤＲ法は，すべての連邦裁判所が，その地方規則（local

rule）に基づいて，すべての民事事件の当事者に対して，訴訟の適切な段階で

ＡＤＲの利用を検討するよう求めなければならないと定める。ＰｕｂＬ・No.’05-315,

3,0ct,30,1998,112ｓtat,2993．

(46）例えば，カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所では，ＡＤＲに関してマル

ティ・オプション計画が採用されており，当事者は，数種類のＡＤＲの方式（調停，

仲裁，早期中立的評価，及び民間ADR）の中から自己のニーズに合ったＡＤＲを

選択することができるものとされている。この点について，拙稿「カリフォルニ

ア州北部連邦地方裁判所における民事司法改革の評価一連邦司法センターによる

ＡＤＲ及びマルティ・オプション計画の評価を中心として」国士舘法学第32号１頁

以下（2000年)，及び拙稿・前掲注（44）８３頁以下を参照。

(47）平成16年法律第151号。この法律の詳細については，内堀宏達『ＡＤＲ法（裁

判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律）概説とＱ＆Ａ』（商事法務，２００５

年)，及び小林徹『裁判外紛争解決促進法』（商事法務，2005年）を参照。

(48）この規定の趣旨については，内堀・前掲注（46）６６頁以下及び120頁，及び小

林・前掲注（46）127頁以下を参照。

(49）この規定の趣旨については，内堀・前掲注（46）７０頁以下及び120頁，及び小

林・前掲注（46）133頁以下を参照。

(50）民事調停法第24条の２，及び家事審判法第18条参照。

(51）この規定の趣旨については，内堀・前掲注（46）７４頁以下及び120頁，及び小

林・前掲注（46）137頁以下を参照。

(52）「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ法）の意義，今後の

展望及び課題について，町村泰貴「ＡＤＲ新時代」ジュリ1317号161頁以下（2006

年）を参照。

＊このたび，長年にわたって国士舘大学部法学部における教育・研究にご尽力

された富田敬一教授および菊池定信教授の両教授が退職されることとなった。両

教授には在職中大変にお世話になった。拙稿ながら，両教授のご退職の記念とし

てこの論文を献呈させていただきたいと思う。




